
神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

継続

旧№31

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

プランに沿った職員数の管理を行う。

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

　Ｈ２３年度中の退職者は４０名（定年２６，勧奨１０，自己都合等４（任
期付職員１名除く。））であり，平成２４年１月１日，４月１日付での新規
採用者は１９名（任期付職員１８名を除く。）であった。
　結果として，改革推進プランにおいて対象としている２４年度当初の職員
数は６２２名となり，目標値（６３９名）を達成した。

100.0%

問題点
課題等

　勧奨等による退職者の影響により改革推進プランを大きく上回る職員減が
進んでおり，また，国県からの権限委譲などで業務量が増加していることか
ら，今後においては，行政サービスの低下を招かないよう，定員管理につい
て随時検討を加える必要がある。

概　要

効率的な行政運営の実現のため，定員適正化計画に従
い，一層の定員管理に努める。
※５年間でおよそ１００名の職員削減を目指す。
（Ｈ２６→５９１名）

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

16.2%
 25.0%

58.1%

639名 618名 591名
項目名 定員管理の適正化

変更後の実施目標

推進項目
　４　定員管理の適正化と職員の人材育成 プラン作成当初の実施目標

　　①　定員管理の適正化

番　号 48 担当課 職員課

職員数
665名 654名

推進 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■■■■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■■■■

Ｃ　評価できない

Ｄ　どちらとも言えない

■
問題点
課題等

勧奨等による退職者の影響により改革推進プランを上回る職員減が
進んでいることから，定員管理について，随時検討を加える必要が
ある。

Ｈ23
年度
の

目標

改革推進プランを上回る職員減が進んでいることから，退職者の状況を早期に把握す
るとともに，その影響を採用計画に反映させた定員管理を行う。

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

・Ｈ２２年度中の退職者は４０名（定年２４，勧奨７，自己都合等
９）であり，平成２３年４月１日付での新規採用者は１８名（任期
付職員３名を除く）であった。
・結果として，改革推進プランにおいて対象としている２３年度当
初の職員数は６５３名(内１０名は定年延長者であり，実質は６４
３名）となり，目標値（６５４名）を達成した。

100.0%
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神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

継続

旧№63

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

・効率的な人事評価制度運用のための，システム化への取り組み
・採用試験の早期実施と任期付職員制度の活用

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

・人材育成基本方針に基づく研修計画の策定及び実施
・庁内公募制度の実施
・採用試験実施方法の見直し（新たに集団討論方式の面接を実施）
・新たな採用職種及び採用資格を導入（任期付短時間勤務職員・社会人経験
者枠採用）

90.0%

問題点
課題等

・東日本大震災による対応業務の増による研修計画及び民間派遣研修事業の
大幅な見直し（中止・延期）

概　要

人材育成型の人事評価と管理制度とを併せた総合的な人
材育成基本方針に掲げた「市民の視点に立ち，自ら考え
判断し，行動できる職員」の育成実現のため，効果的な
人事管理や研修等を実施する。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

― ― ― ― ―

項目名
人材育成
（職員の資質の向上） 変更後の実施目標

推進項目
　４　定員管理の適正化と職員の人材育成 プラン作成当初の実施目標

　　③　職員の資質の向上

番　号 49 担当課 職員課 継続実施 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■■■■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■■■■

Ｃ　評価できない

■

Ｄ　どちらとも言えない

問題点
課題等

・東日本大震災による研修計画の大幅な見直し（中止・延期）
・庁内公募制の応募者数が少ない。

・評価制度の見直し
(360°評価)と各自目標
設定の進捗ﾁｪｯｸ機能の
確立を。
・初歩的な研修ができ
ていない職員(管理職を
含む)がいる。
・人事評価が抜けてい
る。

Ｈ23
年度
の

目標

・民間派遣研修の受入企業の拡充
・庁内公募制度の充実
・採用試験実施方法の充実（集団討論面接の導入）
・任期付短時間職員の採用
・社会人経験者の採用（土木施工管理技士）

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

・人材育成基本方針に基づく研修計画の策定及び実施
・民間派遣研修の継続実施（２年目）
・庁内公募制度の実施
・採用試験実施方法の見直し（プレゼン方式の面接導入，幹部職員
に加え一般職員の面接官導入）
・任期付職員（社会人経験者）の採用

100.0%
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神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

継続

旧№34

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

人事院，県人事委員会勧告に準拠した給与改定により給与の適正化の維持を図りつつ，今後の公
務員制度改革を視野に入れた給与制度のあり方を検討する。

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

・Ｈ２３年人事院，県人事委員会勧告に準拠する給与改定の実施
・給与情報等公表の実施

100.0%

問題点
課題等

・Ｈ２４年度以降における人事院存続又は公務員給与決定の方式が流動的で
ある。

概　要
市民の理解が得られるよう給与制度の適正化に取組み，
健全な行財政運営の確保に向け人件費の総額抑制に努め
る。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

― ― ― ― ―

項目名 給与の適正化の維持
変更後の実施目標

推進項目
５ 手当の総点検をはじめとする給与の適正化 プラン作成当初の実施目標

　　①　給与の適正化

番　号 50 担当課 職員課 継続実施 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■■■■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■■■

Ｃ　評価できない

■

Ｄ　どちらとも言えない

■
問題点
課題等

・今後も人事院勧告に
準拠する給与改定を実
施してほしい。Ｈ23

年度
の

目標

人事院勧告に準拠した給与改定により給与の適正化の維持を図りつつ，今後の公務員
制度改革を視野に入れた人事管理制度のあり方を検討する。

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

・Ｈ２２年人事院勧告に準拠する給与改定の実施
・給与情報等公表の実施

100.0%
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神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

継続

旧№33

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

現業職の手当について，その必要性を含め職員組合と協議を進めていく。

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

特殊勤務手当について総合的に点検をした結果，企業職員の特殊勤務手当
（停水処分業務：２００円／回，危険物取扱業務：２００円／回）を平成
２３年１１月に廃止。

100.0%

問題点
課題等

趣旨に合わないと思われる手当については，引き続き職員組合との協議を進
めていく。

概　要
特殊勤務手当の趣旨にそぐわない手当等の見直しを，継
続的に実施する。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

― ― ― ― ―

項目名 特殊勤務手当の見直し
変更後の実施目標

推進項目
５ 手当の総点検をはじめとする給与の適正化 プラン作成当初の実施目標

　　②　手当の総点検

番　号 51 担当課 職員課 継続実施 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■■■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■

Ｃ　評価できない

■■■■

Ｄ　どちらとも言えない

■
問題点
課題等

趣旨に合わないと思われる手当については，引き続き職員組合との
協議を進めていく。

・通勤手当の加算額に
ついては人事院の規定
にないため，他市町村
と比較しながら長期的
に見直しを検討してい
ただきたい。

Ｈ23
年度
の

目標

企業職員（停水処分業務：２００円／回，危険物取扱業務：２００円／回）のＨ２３
年度中の廃止に向けて，職員組合と協議を継続する。

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

特殊勤務手当について総合的に点検をした結果，企業職員（停水処
分業務：２００円／回，危険物取扱業務：２００円／回）の廃止に
向けて，職員組合と協議を始めた。

100.0%

108


